
食品添加物の制度の概要食品添加物の制度の概要
～リスク管理について～～リスク管理について～

平成２１年１２月１日平成２１年１２月１日

厚生労働省食品安全部基準審査課厚生労働省食品安全部基準審査課



食品添加物ってなに？食品添加物ってなに？

食品添加物の解説食品添加物の解説



食品添加物とは食品添加物とは

食品衛生法（以下、「法」）での定義では・・・

「この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は
食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸
潤その他の方法によつて使用する物をいう。」

（食品衛生法第４条第２項）

役割としては
・食品の形を作ったり、食材を加工しやすくする
・食品の味や食感、香りを向上させる
・微生物の増殖を抑えて保存性を向上させる・・・など



食品添加物の用途例（１）食品添加物の用途例（１）
・保存料

安息香酸、ソルビン酸、プロピオン酸、しらこたん白抽出物、ε-ポリリシン

・酸化防止剤
Ｌ-アスコルビン酸（ビタミンＣ） 、ｄｌ-α-トコフェロール（ビタミンＥ）、カテキン

・甘味料
アスパルテーム、アセスルファムカリウム、キシリトール、カンゾウ抽出物、
ステビア抽出物

・着色料
β-カロテン、銅クロロフィル、アナトー色素、カラメル、クチナシ色素

・乳化剤

ショ糖脂肪酸エステル、ポリソルベート類、植物レシチン、卵黄レシチン

・調味料
グリシン、Ｌ-グルタミン酸ナトリウム、イノシン酸ナトリウム、L-アルギニン

・強化剤
ビタミン（ビタミンＡ、ビタミンＢなど）、ミネラル（カルシウム、マグネシウムなど）



食品添加物の用途例（２）食品添加物の用途例（２）

・防ばい剤（イマザリル、OPP 他） ・殺菌料（次亜塩素酸水 他）

・漂白剤（亜塩素酸ナトリウム 他） ・小麦粉処理剤（臭素酸カリウム 他）

・糊料（CMC-Na 他） ・着香料（エステル類、ケトン類 他）

・防虫剤（ピペロニルブトキシド） ・発色剤（亜硫酸ナトリウム 他）

・色調安定剤（グルコン酸第一鉄） ・酸味料（クエン酸 他）

・消ほう剤（シリコーン樹脂） ・保水剤（コンドロイチン硫酸ナトリウム）

・溶剤（グリセリン） ・膨張剤（塩化アンモニウム 他）

・溶剤・品質保持剤（プロピレングリコール）

・チューインガム基礎剤（エステルガム 他） ・被膜剤（オレイン酸ナトリウム 他）

・抽出剤・分別溶剤（アセトン、ヘキサン） ・固結防止剤（ケイ酸カルシウム 他）

・品質改良剤・吸着剤・ろ過助剤・醸造用・食品製造用

（かんすい、活性炭、二酸化ケイ素（微粒に酸化ケイ素を除く）、硫酸 他）



経産省ケミカル・ワンダータウンから引用

















食品添加物って安全なの？食品添加物って安全なの？







一日摂取許容量（Acceptable Daily Intake, ADI）
＝ 動物実験から得られた無毒性量（NOAEL） ÷ 安全係数（通常は100 ）＊

＊安全係数 100 ＝ 動物とヒトとの違い（種差） 10 × ヒトにおける個人的な差（個体差） 10

無毒性量（No-Observed Adverse Effect Level, NOAEL）：
動物実験で有害な影響が認められなかった最大の投与量
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使用基準 （使用量上限）
に基づく摂取量

一日許容摂取量と使用基準の設定一日許容摂取量と使用基準の設定
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天然添加物合成添加物

食品添加物の法的な分類食品添加物の法的な分類

指定添加物
（393品目）

安全性や有用性が確
認された上で、法第１
０条に基づき厚生労
働大臣が指定したも
の。平成７年の法改
正により、化学合成
品だけでなく、天然物
にも対象範囲が拡大
されている。

既存添加物
（418品目）

平成７年の法改正の
際に、我が国におい
て既に使用され、長
い食経験があるもの
について、例外的に
指定を受けることなく
使用・販売等が認め
られたもの。既存添
加物名簿に収載。

天然香料
（約600品目）

食品の香りづけに用い
られる、動植物由来の
もの。

一般飲食物添加物
（約100品目）

一般に食品として飲食
されているもので、そ
の機能に着目し、食品
添加物的な使われ方
をするもの。


